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当社は、取締役会において制定した規程に基づき、取締役および従業員が
法令、定款および社会規範等を遵守し、適切な行動をとることを目的として、
グローバルに共通するJTグループの価値観・倫理観を定めたJT Group 

Compliance Policyを策定しています。
あわせて、コーポレートおよび各事業において、JT Group Compliance 

Policyと整合し、それぞれの固有の環境や特性に応じた部門コンプライアンス
行動規範を定め、グループ全体でコンプライアンスの徹底を図っています。

JT Group Compliance Policy

たばこ事業* コーポレート加工食品
事業

*日本国内では、グローバル統一の行動規範に日本特有の観点を
加えたものを策定・運用

コンプライアンス体制

コーポレート・ガバナンス体制の実効性を支える枠組み
取締役会を中心とするコーポレート・ガバナンス体制の実効性を支えることを目的として、コンプライアンス、リスクマネジメント、内部監査等を通じた内部統制の枠組みを整備しています。
今後も、現行の枠組みを継続的に随時見直し、適正な業務執行のための企業体制の維持・向上に努めていきます。

当社は、社長、副社長および外部専門家を構成員とするJTグループコンプラ
イアンス委員会を設置しています。
同委員会は、JTグループ全体のコンプライアンスを統括・推進し、取締役会
への説明責任を果たす審議機関としての役割を担い、社長が委員長を務める
体制としています。
また、執行役員にコンプライアンス担当を定め、法務・コンプライアンス統括
部を所管させることで、グループ横断的な体制の整備・推進および課題の把握
に努めています。加えて、コーポレートおよび各事業内に設置する部門コンプラ
イアンス委員会において、それぞれの部門におけるコンプライアンスに関する事
項を自律的に審議しています。

JTグループコンプライアンス委員会は、各部門コンプライアンス委員会からの報告を受け、当社グループ全体の取り組み状況
を把握・審議したうえで、その内容を取締役会に報告しています。

取締役会

取り組みの確認 報告

各部門コンプライアンス委員会

グループ会社

JTグループコンプライアンス委員会
（事務局：法務・コンプライアンス統括部）

コンプライアンスの実行と改善
2025年度は、JTグループコンプライアンス委員会を2回開催し、コンプライアンス推進に向けた取り組み等について審議しま

した。これらの審議結果は、各部門が策定する2026年度のコンプライアンス実践計画に反映されています。
当社および子会社のコンプライアンス推進部門（当社においては法務・コンプライアンス統括部、子会社においてはこれに相
当する部署）は、各部門コンプライアンス行動規範を役職員に配布するとともに、各種研修等を通じた教育・啓発活動を実施
し、コンプライアンスの実効性向上に取り組んでいます。

コンプライアンスアンケートの実施
当社では、グループ会社も対象としたコンプライアンスアンケートを毎年実施しています。
2025年度のアンケート回答率は96.5％であり、その結果は取締役および従業員に報告されるとともに、関係部署においてコ

ンプライアンス推進に向けた取り組みの評価や改善策の策定・実行に活用されています。

内部相談・通報体制
内部通報体制については、当社および子会社は、その役職員等が法令違反の疑義がある行為等
を発見した場合に備え、相談・通報窓口を設置しています。相談・通報を受けた各コンプライアンス推
進部門はその内容を調査し、必要な措置を講ずるとともに、再発防止策を実施することとしていま
す。また、当社は、法務・コンプライアンス統括部が対応する相談・通報窓口とは別に、当社監査役が
対応する、業務執行ラインからの独立性を有した相談・通報窓口を設置しています。相談・通報を受
けた当社監査役はその内容を調査し、当社は必要な措置および再発防止策を実施します。当社は、
当社グループに係る重要な問題については部門コンプライアンス委員会およびJTグループコンプラ
イアンス委員会に付議し、審議を求め、または報告することとしています。

基本的な考え方

推進・監督体制

部門・事業ごとの行動規範

コンプライアンス相談・
通報窓口利用ガイド
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コーポレート・ガバナンス体制の実効性を支える枠組み

JTグループでは当社グループの中長期に亘る持続的な利益成長と企業価値の向上に寄与し、当社グループの透明・公正かつ
迅速・果断な意思決定を行う仕組みを充実させるため、グループ全体を対象に統合型リスク管理（ERM: Enterprise Risk 

Management）を導入しています。当社グループに影響を及ぼす可能性があるリスクを特定し、影響度と可能性の双方の観点
で評価することで、優先して対応すべき重要リスクを選定し、対応計画の策定、モニタリングを実施しています。 

ERM推進にあたり、社長を責任者とし、副社長、社長に指名されたERM担当執行役員（コーポレートガバナンス担当常務執
行役員）を加えて議論を実施する体制を取っています。また、各事業においてもたばこ・加工食品事業の部門長を責任者とした
ERMを実施しており、その内容をERM担当執行役員に報告しています。このように事業のリスク状況を監督するERM担当執行
役員を議論メンバーに加えることによりグループ網羅的な重要リスク選定を可能にしています。社長、副社長、ERM担当執行役
員による議論で選定された重要リスクは社長に指名された対応責任者（各事業部門長およびコーポレート担当執行役員）のも
と対応計画の策定、モニタリングが行われ、その結果は社長、副社長、ERM担当執行役員に報告されます。これら一連の取り組
み状況は取締役会に少なくとも年に1回報告されます。当社グループは、リスクを適切に管理することにより、事業成長の機会を
適切に捉え、戦略的な事業展開につなげています。

JTグループでは、情報セキュリティに対する取り組み姿勢を明確にするとともに、情報セキュリティ対策を網羅的かつ継続的
に推進するために情報セキュリティに関する規程を整備しています。具体的には、「JTグループITガバナンスポリシー」ならびに
「JTグループ情報セキュリティ標準」を定め、アクセス制限、コンピュータウイルス対策、教育、監査、モニタリングなどITリスク対
策に必要な対応を規定、実行しており、当社グループが保有するシステムやデータ等の情報資産の適切な管理・保護に努めて
います。
また、当社グループは、ハード・ソフト両面から情報セキュリティ強化に取り組み、ハード面では、サプライヤーへの依頼を含め
た重要システムのセキュリティに関する技術・運用上の点検と改善を継続的に実施しています。ソフト面では、すべての従業員が
情報資産を適切に取り扱うために、社内で開発した情報セキュリティ啓発プログラム「i-SECURE」を世界各国に展開しています。
i-SECUREで展開するさまざまなプログラムの中でも、eラーニングの受講率は当社グループ全体で96%となりました。また本活
動は定期的な効果測定を行っており、従業員の情報セキュリティに対する意識の向上に寄与していることを確認しています。

リスクマネジメント体制 情報セキュリティ体制

リスクファクター（P.82）    詳細はこちら

日本で実施したi-SECUREイベントの様子
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コーポレート・ガバナンス体制の実効性を支える枠組み

社長直属の組織として監査部を設置し、事業活動の全般に亘る管理・運営の制度および業務の遂行状況を業務執行組織か
ら独立した立場で、客観的な視点から検討・評価し、業務運営の適切性・有効性の向上を図っております。また、当社監査部は
その責務を全うするため、当社グループのすべての活動、記録および従業員に対して制限なく閲覧、聴取等を行うことができる
権限を有しています。
内部監査計画は毎年、社長の承認により決定されます。監査部長は、内部監査の結果について社長への報告義務を負うとと
もに、取締役会への報告を毎年実施しています。また、監査部長は、当社およびグループ会社の経営者と、内部監査の結果、内部
統制の状況、リスク認識に関して、定期的かつ自由に協議することができます。

JTIの持株会社にあたるJT International Holding B.V.の役員はJTの執行役員等からも選任され、たばこ事業全体の戦略意
思決定の実効性向上に資する役割を果たしています。

JTIを含むたばこ事業の重要な決裁権限および決裁手続きは、責任権限規程等において定めています。事業運営の機動性確
保の観点からJTIに一定の権限委譲を行いつつ、JTIが策定する予算・経営計画および一定額を超える投資事案については、適
宜当社において承認を行うなど、子会社ガバナンスの確保に努めています。
また、当社監査役および監査部はJTIに対する監査権を有しており、監査役は適宜JTIへの監査を実施しています。たばこ事業
の内部監査は主にJTI監査部が実施していますが、当社とJTIが協力して進めている業務領域については、当社監査部がJTI監査
部と連携しながら監査を実施しています。

グループ各社は、各社の判断により内部監査組織を設置しており、JTI、TSネットワーク、テーブルマークなどの主要なグループ
会社は内部監査組織を有しています。各社において、社長または取締役会が内部監査計画を承認し、監査実績の報告を受領し
ます。
当社監査部は、グループ各社の内部監査組織と連携しており、各社の年度内部監査計画および監査実績は、当社監査部を通
じて、当社社長および取締役会に報告されます。さらに内部監査の効率性・実効性を高めるため、内部監査組織間の情報の共
有、品質の向上を目的に定期的に会議・打ち合わせ等を行い、必要に応じて協働監査や監査業務支援も実施しています。

内部監査体制 たばこ事業を運営するJTIに対する内部統制体制

当社における内部監査

グループ会社における内部監査
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